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は じ め に 
 

今⽇本では、急速な⼈⼝減少が⾒込まれています。このまま
拡⼤した市街地の⼈⼝が減少すると、居住の低密度化が進み、
⼀定の⼈⼝密度に⽀えられてきた医療・福祉・⼦育て⽀援・商
業等の⽣活サービスの提供が困難になりかねません。さらに、
⾼齢者が急速に増加することで医療・介護の需要が増加し、医
療・福祉サービスの提供のミスマッチが起こると予想されま
す。公共施設などの社会資本も⽼朽化が進⾏しており、その対
応も喫緊の課題です。 

嵐⼭町においては、平成 12 年 （2000 年）から⼈⼝が減少に
転じ、若者世代の流出に伴う⾼齢化や市街地の低密度化が進ん
でおり、残念ながらこの傾向は今後も続く⾒通しです。⼈⼝減
少 ・⾼齢化に対応した 「持続可能なまち」をつくるための取組み
が必要です。 
 今回策定した嵐⼭町⽴地適正化計画は、国が掲げる 「コンパクト・プラス・ネットワーク」
の理念に基づき、居住や都市の⽣活を⽀える機能の誘導によるコンパクトシティ形成、そし
て公共交通ネットワークとの連携を進めていくことにより、持続可能なまちづくりを⽬指
すものです。本計画により、医療施設や福祉施設、商業施設や住居等を⼀定の密度を保ちな
がら⽴地を⽬指しています。それにモノ・サービスの密度を⾼め、さらに公共交通の充実に
より、これらへのアクセスを確保します。⼈⼝減少や市街地の低密度化が進む中でも、町の
将来を担う⼦供 ・⼦育て世代が暮らしやすく、⾼齢者が元気に暮らし続けられるまちづくり
を⽬指します。 

本計画で⽬指す将来都市像 「にぎわいと憩いがあり⼼地よく暮らせるまち」を旗印に、嵐
⼭町の特性を活かしつつ、町⺠や事業者の⽅と⼿を取り合ってまちづくりを進めていきた
いと考えております。 
 結びに、本計画の策定にあたり、熱⼼なご審議をいただきました嵐⼭町都市計画審議委
員の皆様をはじめ、貴重なご意⾒をいただきました町⺠の皆様、議員の皆様に厚くお礼を
申し上げるとともに、計画の推進に向けて引き続きご⽀援をいただきますようお願い申し
上げます。 

 
令和７年３⽉ 

 

嵐山町長 佐久間 孝光 
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